
佐倉市条例第   号 

   佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 （佐倉市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 佐倉市個人情報保護条例（平成１７年佐倉市条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第４号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条におい

て準用する場合を含む。）」を加える。 

  第３３条中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第８号に

規定する条例事務関係情報照会者」に改める。 

  第３４条第１項第１号エ中「第２８条」を「第２９条」に、「同法」を「番

号法」に改める。 

 （佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正） 

第２条 佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成２７年佐倉市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条及び第４条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に

改める。 

  別表第１中６の項を７の項とし、５の項を６の項とし、４の項を５の項と

し、３の項の次に次の１項を加える。 

４ 市長 予防接種の費用の助成に関する事務であって規則で



定めるもの 

  別表第２の５の項中「支給に関する情報」の次に「（以下「障害者自立支援

給付関係情報」という。）」を加え、同表の８の項及び１５の項中「又は保険

料の徴収」を「、保険料の徴収又は保健事業の実施」に改め、同表の１６の

項及び２３の項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律による自立支援給付の支給に関する情報」を「障害者自立支援給付関

係情報」に改める。 

   附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行

の日から施行する。ただし、第２条中別表第１の改正規定並びに別表第２の８

の項及び１５の項の改正規定は、平成２８年１月１日から施行する。 


